
第１９回高知県渋滞対策協議会 

議事概要 

 

１． 日 時 平成 29 年 8 月 3日（木）13：00～15：00 

 

２． 場 所 土佐国道事務所 １階会議室 

 

３． 議 事 

 

（１） 高知県渋滞対策協議会規約改定について 

（２） これまでの経緯 

（３） 最新交通データによる渋滞状況検証 

（４） 主要渋滞箇所の見直し方針（除外候補） 

（５） 観光地における渋滞対策 

（６） 渋滞対策検討部会における検討 

 

４． 議事要旨 

・委員の職名変更に伴う規約改定について了承された。 

・高知西バイパスの開通効果により中山電停前交差点、仁淀川橋東詰交差点に

ついては主要渋滞箇所から除外することを提案し了承された。 

・国道 441 号の観光地における渋滞対策については、道の駅の割引サービスと

連携した社会実験を実施し、効果検証を行っていくことで了承された。 

・渋滞対策検討部会については、引き続き関係機関協力の上、検討を進める。 

・高知県道路利用者会議より渋滞箇所等の要望箇所をとりまとめ、全国道路利

用者会議に諮った上で、要望していく予定との報告を受けた。 

 

 

 


